
（別記様式 10 状況報告書） 

陸 高 財 第 ３ ２ 号  

平成２９年５月１７日  

 

文部科学大臣 松 野 博 一  殿 

 

陸前高田市長 戸 羽  太        

 

 

東日本大震災復興交付金事業等状況報告書の提出について 

 

標記について、東日本大震災復興交付金（復興交付金基金）交付要綱（文部科学省）の

規定により関係書類を添えて提出します。 

 

１ 基金保管実績 

（単位：円） 

基金の保有 
区分 

年度当初保
管額 
（Ａ） 

年度内交付
額 

（Ｂ） 

運用益繰入
額 

（Ｃ） 

年度内支出額 
 

（Ｄ） 

年度末保管額 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ

－Ｄ） 

預金 396,824,972 106,504,000 3,974 239,519,000 263,813,946 

      

合計 396,824,972 106,504,000 3,974 239,519,000 263,813,946 

（注）初年度にあっては、「年度当初保管額」は「基金設置当初保管額」とする。 

 

２ 基金運用実績 

（単位：円） 

基金の保有区分 
運用益 

合計額 
前年度まで 当該年度 翌年度以降（見込） 

預金 413,972 3,974 2,638 420,584 

     

合計 413,972 3,974 2,638 420,584 

（注）当該年度以降の運用益については、見込額を記載すること。 

（添付書類） 

１ 特定地方公共団体の基金条例 

２ 歳入歳出決算（見込）書抄本 

  



   陸前高田市東日本大震災復興交付金基金条例 

 

 

 （設置） 

第１条 市が実施する東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２２号）第

７８条第１項に規定する復興交付金事業等に要する経費の財源に充てるため、陸前

高田市東日本大震災復興交付金基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、東日本大震災復興特別区域法７８条第２項に規

定する交付金をもって充て、一般会計歳入歳出予算で定める。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金

に編入するものとする。 

 （処分） 

第５条 基金は、第１条の目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分す

ることができる。 

 （補則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例は、平成３３年９月３０日限り、その効力を失う。 

 



（特定地方公共団体の名称：陸前高田市）

（単位：円）

（款）国庫支出金 （款）総務費

（項）国庫補助金 （項）総務管理費

（目）総務費国庫補助金 （目）財産管理費

（節）総務管理費補助金 （款）民生費

（細節） （項）児童福祉費

（目）児童福祉施設費

（款）財産収入 （款）教育費

（項）財産運用収入 （項）小学校費

（目）利子及び配当金 （目）学校建設費

（節）利子及び配当金 （項）中学校費

（細節） （目）学校建設費

（項）社会教育費

（目）社会教育総務費

（款）繰入金

（項）基金繰入金

（目）

（節）

（細節）

事　　　　　項

歳　　　　　入 歳　　　　　出

金　額

106,507,974

14,772,000

事　　　　　項

239,519,000

金　額

3,974

復興交付金基

金繰入金

東日本大震災復興交

東日本大震災

金基金繰入金

付金基金繰入金

3,796,000

346,026,974

199,957,000

20,994,000

合　　　　　計 346,026,974 合　　　　　計

特定地方公共団体の歳入歳出決算（見込）書抄本

東日本大震災

東日本大震災

東日本大震災復興交付

復興交付金

復興交付金基

金利子

106,504,000


